
資料４ 

門真市第２期子ども・ 子育て支援事業計画における 

幼児期の教育・ 保育及び地域子ども・ 子育て支援事業の実施状況 

（ 令和４年度進捗報告）  



【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

-

計画に基づき、令和元年度まで積極的な施設整備を進めてきた結果、幼児期の教育・ 保育のニーズは既存の施設で満たすことができると考
えられる。
今後はニーズ量の変化に合わせ、利用定員の調整を検討していく 。

※実施状況の利用者数１号認定には、１号認定の人数と各年３月分の施設等利用給付人数の合計数を記載

担当課： こども政策課、保育幼稚園課

１号認定： 　768人
2号認定： 1,365人
３号認定： 1,009人

１号認定： 　739人
2号認定： 1,308人
３号認定： 　992人

１号認定： 1,771人
2号認定： 1,475人
３号認定： 1,201人

１号認定： 1,771人
2号認定： 1,475人
３号認定： 1,201人

令和３年度

令和４年度

１号認定： 1,703人
2号認定： 1,382人
３号認定： 1,137人

１号認定： 1,712人
2号認定： 1,347人
３号認定： 1,118人
※令和４年７月現在

１号認定： 812人
　2号認定： 1,262人
　３号認定： 1,016人

１号認定： 710人
　2号認定： 1,209人
３号認定： 937人
※令和４年７月現在

１　幼児期の教育・ 保育

【 事業概要】

子どもたちの教育・ 保育環境を確保するため、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業による教育・ 保育の提供体制を検討しま
す。

幼稚園は、「 幼稚園教育要領」 に基づき、満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児に対する幼児期の学校教育を行う事業です。
保育所は、「 保育所保育指針」 に基づき、保育を必要とする乳児及び幼児の保育を行う事業です。
認定こども園は、幼稚園、保育所の機能を備え、幼児期の教育・ 保育、子育て支援サービスを総合的に提供する事業です。
地域型保育事業は、定員19人以下の少人数単位で０～２歳の子どもを預かる事業です。

令和２年度

計画内容
実施状況

※各年度３月現在

量の見込み 確保方策

利用者数 利用定員

１号認定： 　901人
2号認定： 1,311人
３号認定： 1,025人

１号認定： 1,753人
2号認定： 1,475人
３号認定： 1,185人

１号認定： 　789人
2号認定： 1,405人
３号認定： 1,003人

１号認定： 1,771人
2号認定： 1,475人
３号認定： 1,201人
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【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

基本型： 引き続き、子ども及びその保護者等、または妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・ 保育施設や地域子ども・ 子
　　　　育て支援事業等を円滑に利用できるよう、関係機関等とネットワークを構築し支援の充実を図る。
特定型： 今後も利用者の保育ニーズに添った保育情報の提供に努めていく 。
母子保健型： 今後も基本型・ 特定型と連携をとり必要な支援を行う。

担当課： 健康増進課、子育て支援課、保育幼稚園課

令和４年度
【 実施箇所数】
基本型・ 特定型： ２箇所
母子保健型： １箇所

【 実施箇所数】
基本型・ 特定型： ２箇所
母子保健型： １箇所

【 実施箇所数】
基本型・ 特定型： ２箇所
母子保健型： １箇所

-

令和２年度
【 実施箇所数】
基本型・ 特定型： ２箇所
母子保健型： １箇所

【 実施箇所数】
基本型・ 特定型： ２箇所
母子保健型： １箇所

【 実施箇所数】
基本型・ 特定型： ２箇所
母子保健型： １箇所

令和３年度
【 実施箇所数】
基本型・ 特定型： ２箇所
母子保健型： １箇所

【 実施箇所数】
基本型・ 特定型： ２箇所
母子保健型： １箇所

【 実施箇所数】
基本型・ 特定型： ２箇所
母子保健型： １箇所

２　利用者支援事業

【 事業概要】

子ども及びその保護者等、または妊娠している方がその選択に基づき、多様な教育・ 保育施設や地域子ども・ 子育て支援事業等を円滑
に利用できるよう、必要な支援を行います。

基本型： ひよこテラスで実施。地域子育て支援拠点等で「 利用者支援」 と「 地域連携」 を行います。
特定型： 保育幼稚園課で実施。子育て家庭等からの保育サービスに関する相談に応じるほか、情報提供や支援を行います。
母子保健型： ひよこテラスで実施。保健師等の専門職が妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する妊産婦等からの
様々 な相談に応じるほか、情報提供や関係機関と協力し支援プランの策定などを行います。

計画内容

量の見込み 確保方策

実施状況
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【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

引き続き、市内２箇所において子育て中の親子が気軽に集い、子育てについての相談等を行える場所を開設する。また、コロナ禍においても事
業を継続して提供できるよう、講座や相談のオンライン化を進めていく とともに、利用者への周知を図る。

担当課： 子育て支援課

令和４年度 【 年間のべ利用人数】 16 ,212人 【 実施箇所数】 ２箇所
【 のべ利用人数】 2,292人
※令和４年６月末現在
【 実施箇所数】 ２箇所

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言等による閉室やプログラムの中止並びに人数制限したことにより、利用者数が大幅に減少した
と考えられる。

令和２年度 【 年間のべ利用人数】 15 ,997人 【 実施箇所数】 ２箇所
【 年間のべ利用人数】 4,129人
【 実施箇所数】 ２箇所

令和３年度 【 年間のべ利用人数】 16 ,214人 【 実施箇所数】 ２箇所
【 年間のべ利用人数】 3,531人
【 実施箇所数】 ２箇所

３　地域子育て支援拠点事業

【 事業概要】

主に乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業です。

計画内容

量の見込み 確保方策

実施状況
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【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

引き続き、妊婦1人につき、120,000円の公費負担を行い、経済的負担の軽減を図ることで受診しやすい環境を整備し、安心安全な出産を目指
す。

担当課： 健康増進課

令和４年度 【 年間受診のべ人数】 8,439人
【 実施機関】 令和２年度と同内容
【 検査内容】 令和２年度と同内容

【 受診のべ人数】 1,308人
※令和4年7月現在
【 実施機関】 令和２年度と同内容
【 検査内容】 令和２年度と同内容

-

令和２年度 【 年間受診のべ人数】 9,155人

【 実施機関】
大阪府内妊婦健康診査取扱医療機
関（ 大阪府以外の医療機関で受診
された場合、償還払いにて対応
可）

【 検査内容】
・ 健康状態の把握（ 問診、診査な
ど）
・ 血圧、体重測定
・ 血液検査
・ 尿化学検査
・ 超音波検査
・ 子宮頸がん検査
・ Ｂ群溶血性レンサ球菌、クラミ
ジア

【 年間受診のべ人数】 ９,319人

【 実施機関】
大阪府内妊婦健康診査取扱医療機関（ 大
阪府以外の医療機関で受診された場合、
償還払いにて対応可）

【 検査内容】
・ 健康状態の把握（ 問診、診査など）
・ 血圧、体重測定
・ 血液検査
・ 尿化学検査
・ 超音波検査
・ 子宮頸がん検査
・ Ｂ群溶血性レンサ球菌、クラミジア

令和３年度 【 年間受診のべ人数】 ８,785人
【 実施機関】 令和２年度と同内容
【 検査内容】 令和２年度と同内容

【 年間受診のべ人数】 8,854人

【 実施機関】 令和２年度と同内容
【 検査内容】 令和２年度と同内容

４　妊婦健康診査

【 事業概要】

母子保健法に基づき、妊婦及び胎児の健康増進、妊婦の生活習慣改善を目的として健康診査を行う事業です。

計画内容

量の見込み 確保方策

実施状況
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【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

引き続き、育児不安などに関する相談・ 助言・ 健診の案内・ 子育て支援サービスの情報提供を行い、子育ての孤立化を防いでいく 。

担当課： 健康増進課

令和４年度 【 利用実人数】 411人
【 実施体制】 令和２年度と同内容
【 委託先】 令和２年度と同内容

【 利用実人数】 67人
※令和4年7月現在

【 実施体制】 令和３年度と同内容

【 委託先】 令和２年度と同内容

-

令和２年度 【 利用実人数】 437人

【 実施体制】
約10人の訪問員により対象家庭を訪
問

【 委託先】
市内に在住し子育て事情に精通する
とともに、地域環境を把握している
子育て経験者等に委託して実施

【 利用実人数】 393人

【 実施体制】
12人の訪問員により対象家庭を訪問

【 委託先】
市内に在住し子育て事情に精通すると
ともに、地域環境を把握している子育
て経験者等に委託して実施

令和３年度 【 利用実人数】 424人
【 実施体制】 令和２年度と同内容
【 委託先】 令和２年度と同内容

【 利用実人数】 380人

【 実施体制】
10人の訪問員により対象家庭を訪問

【 委託先】 令和２年度と同内容

５　乳児家庭全戸訪問事業（ こんにちは赤ちゃん訪問事業）

【 事業概要】

生後４か月を迎えるまでの乳児がいるすべての家庭を訪問するとともに、子育て支援に関する情報提供並びに支援の必要な家庭に対する助言を行
い、子育ての孤立化を防ぐための事業です。

計画内容

量の見込み 確保方策

実施状況
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【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

家事・ 育児支援が必要と判断されるケースへの支援導入に努める。また、国の動向を注視しつつ、養育支援訪問事業の実施方法についての再検討
を行う。

担当課： 子育て支援課

令和４年度 【 利用実人数】 12人
【 実施体制】 ７箇所
【 委託先】 令和２年度と同内容

【 利用実人数】 1人
※令和４年6月末現在
【 実施体制】 ５箇所
【 委託先】 ヘルパー事業所等に委託
し実施

支援が必要と判断した家庭に養育支援訪問事業の案内をしたが、支援を希望されない家庭が多かったため。

令和２年度 【 利用実人数】 ９人
【 実施体制】 ７箇所
【 委託先】 ヘルパー事業所等に委託し
実施

【 利用実人数】 ８人
【 実施体制】 ６箇所
【 委託先】 ヘルパー事業所等に委託
し実施

令和３年度 【 利用実人数】 12人
【 実施体制】 ７箇所
【 委託先】 令和２年度と同内容

【 利用実人数】 5人
【 実施体制】 5箇所
【 委託先】 ヘルパー事業所等に委託
し実施

６　養育支援訪問事業

【 事業概要】

養育支援が特に必要と判断された家庭に対して、保健師、保育士、ヘルパー等子育て経験者等が、居宅訪問し、養育に関する助言指導等を行う事
業です。

計画内容

量の見込み 確保方策

実施状況
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【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

担当課： 子育て支援課

令和４年度 【 年間のべ利用人数】 89人 【 年間のべ利用人数】 89人
【 のべ利用人数】 11人
※令和４年７月末現在

相談件数が前年度より減少したこと及びコロナ禍において受入れができない施設があったことに伴い、利用人数が減ったため、量の見込みを下
回った。

送迎可能な事業者や近隣にある事業者との委託契約の締結等を進め、利用者の利便性の向上を図る。

令和２年度 【 年間のべ利用人数】 75人 【 年間のべ利用人数】 75人 【 年間のべ利用人数】 23人

令和３年度 【 年間のべ利用人数】 82人 【 年間のべ利用人数】 82人 【 年間のべ利用人数】 19人

７　子育て短期支援事業（ ショートステイ・ トワイライトステイ）

【 事業概要】

保護者の疾病等により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、経済的な理由により児童を緊急一時的に保護することが必要な場合
等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設において、当該児童を一定期間、養育し、又は保護する事業です。

計画内容

量の見込み 確保方策

実施状況
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【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

担当課： 子育て支援課

令和４年度 【 年間のべ利用人数】 544人 【 年間のべ利用人数】 544人
【 のべ利用人数】 42人
※令和４年５月末現在

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、活動依頼件数が減少した。

引き続き、既存会員の交流の場を提供するとともに、制度の周知にかかる情報発信を強化することにより、活動の活性化を図る。

令和２年度 【 年間のべ利用人数】 522人 【 年間のべ利用人数】 522人 【 年間のべ利用人数】 180人

令和３年度 【 年間のべ利用人数】 533人 【 年間のべ利用人数】 533人 【 年間のべ利用人数】 250人

８　子育て援助活動支援事業（ ファミリー・ サポート・ センター事業）

【 事業概要】

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって、お互いに助け合う（ 有償） 相互援助活動事業です。

計画内容

量の見込み 確保方策

実施状況
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【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

担当課： 保育幼稚園課

※「 幼稚園型」 は、私学助成の私立幼稚園による預かり保育及び認定こども園や新制度の幼稚園の在園児を対象とした一時預かり（ 幼稚園型） の利用
人数
※「 幼稚園型を除く 」 は、保育所等の在園児を対象とした一時預かり（ 一般型） の利用人数（ 幼稚園の在園児を対象とした一時預かりは含んでいませ
ん）

令和４年度

【 年間のべ利用人数】
幼稚園型： 24 ,221人（ 内、私学助成
における預かり保育は9,103人）
幼稚園型を除く ： 4 ,860人

【 年間のべ利用人数】
幼稚園型： 24 ,221人
幼稚園型を除く ： 4 ,860人

【 のべ利用人数】
幼稚園型： 7,368人（ 内、私学助成にお
ける預かり保育は2,630人）
幼稚園型を除く ： 371人
※令和４年６月末現在

幼稚園型については、就労する女性が増えたことにより、増加していると思われる。
幼稚園型を除く一時預かり事業については、これまでの定員拡充や施設整備などで保育施設全体の受け入れ枠が増加し、本事業を利用していた児童が
保育施設を利用できるようになったことや令和３年度においても新型コロナウイルスの影響で事業者による受け入れの停止、保護者による利用控えが
あったことなどから、量の見込みを大幅に下回ったと考えられる。

一般型及び幼稚園型ともに一定の利用ニーズに対応出来ているため、引き続き、事業を継続していく 。

令和２年度

【 年間のべ利用人数】
幼稚園型： 2５ ,937人（ 内、私学助
成における預かり保育は9,748人）
幼稚園型を除く ： ５ ,087人

【 年間のべ利用人数】
幼稚園型： 2５ ,937人
幼稚園型を除く ： ５ ,087人

【 年間のべ利用人数】
幼稚園型： 2５ ,512人（ 内、私学助成に
おける預かり保育は10 ,680人）
幼稚園型を除く ： 1 ,154人

令和３年度

【 年間のべ利用人数】
幼稚園型： 2５ ,200人（ 内、私学助
成における預かり保育は9,471人）
幼稚園型を除く ： 5 ,006人

【 年間のべ利用人数】
幼稚園型： 2５ ,200人
幼稚園型を除く ： 5 ,006人

【 年間のべ利用人数】
幼稚園型： 32 ,609人（ 内、私学助成に
おける預かり保育は11 ,334人）
幼稚園型を除く ： 1 ,025人

９　一時預かり事業

【 事業概要】

保護者の疾病等により一時的に保育を必要とする子どもに対して一時預かりを実施する事業です。

計画内容

量の見込み 確保方策

実施状況
※各年度３月末現在
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【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

引き続き、保育所・ 認定こども園・ 小規模保育事業において、保育時間の延長が必要な子どもの保育を実施できる体制を継続する。

担当課： 保育幼稚園課

令和４年度

【 利用実人数】
北部： 539人
南部： 394人
合計： 933人

【 利用実人数】
北部： 539人
南部： 394人
合計： 933人

【 利用実人数】
北部： 217人
南部： 214人
合計： 431人
※令和４年６月末現在

新型コロナウイルス感染症の影響による保護者の就労形態や就労時間の変化などで、保育時間の延長を必要とする子どもが減少したものと考えら
れる。

令和２年度

【 利用実人数】
北部： 553人
南部： 420人
合計： 973人

【 利用実人数】
北部： 553人
南部： 420人
合計： 973人

【 利用実人数】
北部： 336人
南部： 306人
合計： 642人

令和３年度

【 利用実人数】
北部： 551人
南部： 410人
合計： 961人

【 利用実人数】
北部： 551人
南部： 410人
合計： 961人

【 利用実人数】
北部： 376人
南部： 340人
合計： 716人

10　時間外保育事業（ 延長保育事業）

【 事業概要】

保育認定を受けた子どもについて、認可保育所や認定こども園等で、通常の保育時間を超えて延長して保育を実施する事業です。

計画内容

量の見込み 確保方策

実施状況
※各年度３月末現在
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【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

３年度に子育て支援策として、病児・ 病後児保育室の利用料を１日2,000円から500円へ引き下げたことにより、２年度と比べ利用人数が大幅に
増加していることから、引き続き、利用料を１日500円とし、利用しやすい環境整備を図る。また、今後も利用状況や利用ニーズを踏まえ適切な
事業実施に努める。

担当課： 保育幼稚園課

令和４年度 【 年間のべ利用人数】 3,500人

【 年間のべ利用人数】 3,500人
【 実施箇所数】
病児保育事業： 北部２箇所
　　　　　　　南部１箇所
病後児保育事業： 北部１箇所
　　　　　　　　南部１箇所

【 のべ利用人数】 129人
※令和４年６月末現在
【 実施箇所数】
病児保育事業： 北部１箇所
　　　　　　　南部0箇所
病後児保育事業： 北部０箇所
　　　　　　　　南部１箇所

実施箇所数等が影響していると考えられる。

令和２年度 【 年間のべ利用人数】 3,651人

【 年間のべ利用人数】 3,651人
【 実施箇所数】
病児保育事業： 北部２箇所
　　　　　　　南部１箇所
病後児保育事業： 北部１箇所
　　　　　　　　南部１箇所

【 年間のべ利用人数】 80人
【 実施箇所数】
病児保育事業： 北部１箇所
　　　　　　　南部0箇所
病後児保育事業： 北部０箇所
　　　　　　　　南部１箇所

令和３年度 【 年間のべ利用人数】 3,599人

【 年間のべ利用人数】 3,599人
【 実施箇所数】
病児保育事業： 北部２箇所
　　　　　　　南部１箇所
病後児保育事業： 北部１箇所
　　　　　　　　南部１箇所

【 年間のべ利用人数】 681人
【 実施箇所数】
病児保育事業： 北部１箇所
　　　　　　　南部0箇所
病後児保育事業： 北部０箇所
　　　　　　　　南部１箇所

11　病児・ 病後児保育事業

【 事業概要】

病気や病気回復期の児童で、保護者の就労等の理由で、保護者が保育できない際に、医療機関等に付設された専用スペース等で児童を一時的に預
かる事業です。

計画内容

量の見込み 確保方策

実施状況
※各年度３月末現在
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【 計画内容と実施状況】

【 量の見込みと実施状況が大幅にずれている要因】 （ 令和４年度を除く ）

【 今後の方向性】

令和２年度

令和３年度 【 登録児童数】 1,563人 【 登録児童数】 1,563人 【 登録児童数】 1,400人

【 登録児童数】 1,561人 【 登録児童数】 1,561人 【 登録児童数】 1,562人

「 新・ 放課後子ども総合プラン」 踏まえ、待機児童解消に向けた取り組みを推進するとともに、放課後子ども教室との連携強化を図る。

担当課： 子育て支援課

令和４年度 【 登録児童数】 1,566人 【 登録児童数】 1,566人 【 登録児童数】 1,381人

少子化による全児童数が減少傾向にあることに加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、放課後児童クラブの利用を自粛していることが考
えられる。

12　放課後児童健全育成事業（ 放課後児童クラブ）

【 事業概要】

児童に対し、適切な遊びと生活の場を提供するとともに、異なった学年による児童の集団生活を推進し、児童の健全育成を図る事業です。市内全
14小学校で実施しています。

計画内容

量の見込み 確保方策

実施状況
※各年５月現在
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